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国際税務 

QI/FATCA/CRS 関連情報 
FATCA ポータルへのログインに係る最新情報  
 
デロイト トーマツ税理士法人 米国税務サービス 
2024 年 7月 23 日号 

2024年 7月 15日、米国内国歳入庁 （Internal Revenue Service：以下「IRS」）は、FATCA登録システム（FATCA
ポータル）へのログイン方法を新しいログイン承認プロセスに移行したことを公表した。2024年 6月 27 日号の「QI・FATCA・
CRS最新情報」にて提供した情報と一部重複するが、ここでは、その公表内容に加えて、注意点、そして金融機関の留意点
について記す。 

1. FATCAポータルログイン方法の変更  

 FATCA登録システム（FATCAポータル）において、ログインを新しいログイン承認プロセスに移行した。全てのユー
ザーが IRS のクレデンシャル・サービス・プロバイダー（クレデンシャル情報（ユーザーの認証に使う情報）を保
護しセキュアな接続を実現するための認証技術を提供する事業者）である Login.gov又は ID.me いず
れかを使用して FATCAポータルへログインすることが義務付けられる。したがって、新しいログイン承認プロセスとし
て、FATCAポータルにログインするために以下のいずれかのアカウントを作成することが求められる。 

 Login.gov – 米国政府が創設・維持管理・保護する認証サービス 

 ID.me – 技術プロバイダーが創設・維持管理・保護する認証サービス 

 上記いずれかのアカウントがない場合、FATCAポータルにアクセスできなくなる。 

 上記いずれかのアカウントは、金融機関の以下の担当者毎にて作成する必要がある。 

 FATCA制度: FATCA の責任者（Responsible Officer：以下「RO」）及び POC（Point of 
Contact：以下「POC」） 

 QI（Qualified Intermediary：適格仲介人）制度: QI の責任者及び POC 

 既に上記いずれかのアカウントを保有している金融機関は、新たにアカウントを作成する必要はないが、当該ログイ
ン承認プロセスを経て FATCAポータルにログインするためには、FATCAポータルにて登録されている RO又は POC
の email アドレスが上記いずれかのアカウントに紐付けられていなければならない。 

 現状上記いずれかのアカウントを保有していない金融機関は、FATCA の RO及び POC それぞれにおいて、新たに
アカウントを作成する必要があるが、アカウント作成時に登録する email アドレスが、FATCAポータルにて登録され
ている RO又は POC の email アドレスと合致しなければならない。 

 金融機関の FATCAポータル上で表示される FATCA ID をもとに、RO及び POC の上記いずれかのアカウントと金
融機関の FATCAポータルを紐付けることにより、今後 FATCAポータルにアクセスができるようになる。 

 Login.gov に関する詳しい質問及びサポートについては、Help | Login.gov（IRS ウェブサイト（英語））を参照
されたい。 

https://secure-web.cisco.com/1ukEk5Z-5C0jfsjjjmmMQqyTRTQWYaU47rmLwOU8_m6a0KpN8bJfWeo3aDtUvgxF-8Ss-HcOOR-PMND8Rcmr_qBI-diRfGjEIeu3xWzzhJgEo0C1gjvbIJwADes_Dw9PBtGlYmlAS3K_A4RkBB-o0_ss8lz6V_j10L1FIl1CTtJcHYzq-O9pxLIG3IT6QkFEAYKLA-loJ3LCKIsufPbCFmR5mGLPeUXJKQ6XwPPCvDAAlxFb2Y1y1v9XMc-wC00K-g8BJubH3MYiNHFklxZme01tNXH7UkCSfeELUhAGk2qru-J9xTi6kboOkFAMmZC6n/https%3A%2F%2Flnks.gd%2Fl%2FeyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMTcsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsInVybCI6Imh0dHBzOi8vd3d3LmxvZ2luLmdvdi9oZWxwLyIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyNDA3MTUuOTc2NDA5MDEifQ.6jqGs5CbW0Yy96_0ffn8pm1nIt22ayCBKyGqEHoUNB8%2Fs%2F836653824%2Fbr%2F245783799199-l
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 ID.me に関する詳しい質問及びサポートについては、Verifying for the Internal Revenue Service and ID.me 
（ID.me HELP CENTER ウェブサイト（英語））を参照されたい。 

 

2. Login.gov又は ID.meの選択に係る注意点 

米国政府が創設・維持管理・保護する認証サービス（login.gov）若しくは技術プロバイダーが創設・維持管理・保護する認
証サービス（ID.me ）のいずれかのアカウント作成を行う上で、以下の事前注意点を把握した上で、使用するサービスをいず
れにするか決定する必要がある。 

(1) Login.gov 

 氏名の登録をしなくてもアカウントが作成可能であり、アカウントの削除及び登録が即日反映されるため、email ア
ドレス及びアカウントの氏名の変更を行いやすい。 

 上記理由のため、個人の email アドレスに限らず、グループアドレスでも運用可能と考えられる。 

 例えば、バックアップコードがアカウント登録時に発行され、ログインの際にはMFA 認証（multi-factor 
authentication）してテキストメッセージを受信する代わりに発行済みのバックアップコードを入力する方法がある。 

 バックアップコードは一度に 10個生成され、一度のログインにつき 1個使用し、次回以降同じコードは使用できな
い。バックアップコードを全て使い切ると、新たなバックアップコードのリストが作成される。認証時にスマートフォンが不
要であり、データとして保管可能なため複数人がアクセスする環境では運用しやすいが、以下の点に留意が必要。 

 テキストメッセージ等によるMFA 認証と比較するとセキュリティレベルが低下する 

 未使用／使用済みのコードをログインする度に管理する必要が生じる 

(2) ID.me 

 １つの email アドレスで 1人分のアカウントのみ登録可能。すなわち、一度アカウント登録を行うと、以後同一の
email アドレスを使用して新たなアカウントの作成はできない。また、一度登録すると、原則として氏名の変更は不
可。 

 担当者が変更となる可能性のあるグループアドレスではなく、個人の email アドレスで登録を行うことを推奨。 

 登録済みの情報から名字が変更になった場合には、パスポートや英語表記された運転免許証を ID.me に提示
し、登録内容の変更を依頼する手続が必要となる。 

 ログイン時には ID及びパスワードに加えて新たにMFA認証も必須となっているため、アカウント登録を行う場合の
例として、テキストメッセージを受信可能なスマートフォンの電話番号の登録が必要となる。 

 

3. 金融機関の留意点 

 Login.gov又は ID.meのいずれかのアカウントがない場合、FATCAポータルにアクセスできなくなることから、金融
機関は、いずれのアカウントを作成するか早い段階で決定し、アカウント作成を行う必要がある。 

 QI である場合、Login.gov又は ID.meいずれかのアカウントを保有されているとの認識である。QI であり、FATCA
上の FFI として登録をしている金融機関は、FATCAポータルとの紐付けを行う必要がある。 

 QI責任者及び POCが FATCA の RO及び POC と合致している場合：Login.gov又は ID.me いずれか
の新規アカウント作成を行う必要はないが、既存アカウントにて FATCAポータルとの紐付けが必要 

 QI責任者及び POCが FATCA の RO及び POC と合致していない場合：まず、Login.gov又は ID.me
いずれかの新規アカウントを FATCA の RO及び POC それぞれにより作成することが必要。また、上記同
様、FATCAポータルとの紐付けが必要 

 QI ではない FFI の場合、FATCAポータルにアクセスするためには、いずれかのアカウントを FATCA の RO及び
POC それぞれにて作成し、FATCAポータルとの紐付けを行う必要がある。 

 新しいログイン承認プロセスでは事前に登録された email アドレスを使用した多要素承認が導入されている。担当
者の異動等により登録済みの email アドレスが古いものである場合、新しい担当者が FATCAポータルにアクセス
できなくなることから、担当者変更の手順には注意を図ると共に、常日頃から、RO及び POC の情報は最新のも
のにアップデートしておく必要がある。 

https://secure-web.cisco.com/1BrQVpitqOWHrPv3Cm2HUAHyvMJuOwCZGIYKEYoVFYRdcA_96XiHNeslkvutyWGueFf2blj0MEYwhDHxxdxDCXEoKMkSA-XDA8-Tw67UU5sQzsG4oDsBeSS0TggWw_dS0WxYc2fgiuG3R9_oOJwBB6SwWjKBF-C_lqXQKu35cwyZHDWoa1jkESXzdMDm1MRCGNneqqo9T5eZrTkH1O6eDKWXBRD88cyG3b9-_TYdeLcmWyWZvN-8bg_URMDVKWO6CuZ11yEXiLYUUAgJrSMw2PAd_5sB8Kw4WwRXzsehpVyJBhbguHzESIkIYhZY__yY7/https%3A%2F%2Flnks.gd%2Fl%2FeyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMTgsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsInVybCI6Imh0dHBzOi8vaGVscC5pZC5tZS9oYy9lbi11cy9hcnRpY2xlcy84MjE0OTQwMzAyOTk5LUludGVybmFsLVJldmVudWUtU2VydmljZS1hbmQtSUQtbWUiLCJidWxsZXRpbl9pZCI6IjIwMjQwNzE1Ljk3NjQwOTAxIn0.RXsFdjlmjxM7-mW53zjEDKGd9DB8mEN_2C9VwQqV5lk%2Fs%2F836653824%2Fbr%2F245783799199-l
https://secure-web.cisco.com/1BrQVpitqOWHrPv3Cm2HUAHyvMJuOwCZGIYKEYoVFYRdcA_96XiHNeslkvutyWGueFf2blj0MEYwhDHxxdxDCXEoKMkSA-XDA8-Tw67UU5sQzsG4oDsBeSS0TggWw_dS0WxYc2fgiuG3R9_oOJwBB6SwWjKBF-C_lqXQKu35cwyZHDWoa1jkESXzdMDm1MRCGNneqqo9T5eZrTkH1O6eDKWXBRD88cyG3b9-_TYdeLcmWyWZvN-8bg_URMDVKWO6CuZ11yEXiLYUUAgJrSMw2PAd_5sB8Kw4WwRXzsehpVyJBhbguHzESIkIYhZY__yY7/https%3A%2F%2Flnks.gd%2Fl%2FeyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMTgsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsInVybCI6Imh0dHBzOi8vaGVscC5pZC5tZS9oYy9lbi11cy9hcnRpY2xlcy84MjE0OTQwMzAyOTk5LUludGVybmFsLVJldmVudWUtU2VydmljZS1hbmQtSUQtbWUiLCJidWxsZXRpbl9pZCI6IjIwMjQwNzE1Ljk3NjQwOTAxIn0.RXsFdjlmjxM7-mW53zjEDKGd9DB8mEN_2C9VwQqV5lk%2Fs%2F836653824%2Fbr%2F245783799199-l
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 IRS にて公表されている FATCAポータルに係る FAQ のウェブサイトには、外部ウェブサイトを参照する Login.gov
及び ID.me のアカウント作成及びアクセス方法に係るリンクが追加されている。また、幾つかの FAQ も 2024年 7
月 12日付に更新されているため、併せて確認いただきたい。 

Frequently Asked Questions (FAQs) - FATCA Registration System（IRS ウェブサイト（英語）） 

おわりに 

Login.gov又は ID.meのアカウントを保有されていない FFI である金融機関は、いずれを使用するか検討いただくことになる
が、IRS からの通知の受信の見逃しや対応の遅れなどの回避を目的としてグループアドレスを登録されている場合、そして、複
数人が FATCA ポータルアカウントを管理している場合の利便性から、大半の場合は login.gov を選択されるのではないかと
考えられる。 

現在、デロイト トーマツ税理士法人では、Login.gov及び ID.me の各種手順書を準備中であり、当方と FATCA基本契約
を締結いただいているお客様には当該手順書の案内を近日中に予定している。FATCA報告契約や FATCA検証・宣誓等
の FATCA関連サービスのみを締結されている金融機関のうち、当該手順書を希望される場合には、各デロイト トーマツ担当
者へご連絡いただきたい。 

なお、当方では、QI, FATCA, CRS、及び米国税務に関して、専門チームを有し、常に最新情報を入手の上、多数の金融機
関にサービスを提供している。今回、ニュースレターでご案内した内容の他、制度内容・法令等でご不明な点等があれば、ご相
談いただきたい。 

 

 

 

 

Any tax advice included in this written or electronic communication was not intended or written to be used, and it 
cannot be used by the taxpayer, for the purpose of avoiding any penalties that may be imposed by any governmental 
taxing authority or agency.  

https://www.irs.gov/businesses/corporations/frequently-asked-questions-faqs-fatca-registration-system


4 

  

過去のニュースレター 
過去に発行されたニュースレターは、下記のウェブサイトをご覧ください。 
www.deloitte.com/jp/tax/nl/us 
 

お問い合わせ 

米国税務及び QI/FATCA、OECD CRS に関するお問い合わせは、下記の担当者までご連絡ください。 

デロイト トーマツ税理士法人 東京事務所 米国税務サービス  

パートナー 前田 幸作 kosaku.maeda@tohmatsu.co.jp 

シニアマネジャー 秋葉 奈緒子 naoko.akiba@tohmatsu.co.jp 

マネジャー 高島 憲一 kenichi.takashima@tohmatsu.co.jp 

マネジャー 榎本 純子 junko1.enomoto@tohmatsu.co.jp 

マネジャー 渡邊 美穂子 mihoko.watanabe@tohmatsu.co.jp 

マネジャー 森本 祐佳里 yukari.morimoto@tohmatsu.co.jp 

所在地 〒100-8362  
東京都千代田区丸の内三丁目 2番 3号 丸の内二重橋ビルディング 

Tel 03-6213-3800（代） 

Email tax.cs@tohmatsu.co.jp 

会社概要 www.deloitte.com/jp/tax 

税務サービス www.deloitte.com/jp/tax-services 
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